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藤 沢 市 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録  

 

 藤沢市農業委員会総会を令和５年２月２７日（月）、本庁舎８階 ８－１・８－２会

議室に招集する。 

出席委員は、次のとおり 

 １番 井 上 哲 夫 １５番 落 合 喜 治 

 ２番 三 上 健 一 １６番 北 村 利 夫 

 ３番 井 出 茂 康 １７番 吉 川   誠 

 ４番    齋 藤 義 治 １８番 櫻 井 一 雄 

 ５番 小 林 正 幸 １９番 宮 治 時 男 

 ６番 飯 田 芳 一 ２０番 佐 川 俊 夫 

 ７番 上 田 洋 子 ２１番 佐 藤 智 哉 

 ８番 加 藤 義 一 ２２番 澤 野 孝 行 

９番 田 代 惠美子 ２３番 平 川 勝 昌 

１０番 吉 原   豊 ２４番 神 﨑 享 子 

１２番 加 藤   登 ２５番 福 岡 則 夫 

１３番 西 山 弘 行 

 

１４番 漆 原 豊 彦 

 

欠席委員は、次のとおり 

１１番 山 口 貞 雄 

  

農業委員会事務局職員の出席は、次のとおり  

事務局長 村 山 勝 彦   主幹 草 柳 真 治       上級主査 永 田   誠 

主 任 森  大 晃   
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委員会の日程は、次のとおり 

 

日程第 １ 議案第 ７４号  農地法第３条の規定による許可申請について  

日程第 ２ 議案第 ７５号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ３ 議案第 ７６号 非農地証明願について 

日程第 ４ 議案第 ７７号 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の申し

出について 

日程第 ５ 議案第 ７８号 農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法に基

づく農用地利用集積計画の決定について  

日程第 ６ 報告第 ２１号 藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告につ

いて 

日程第 ７ 議案第 ７９号 藤沢市農業委員会の所管に係る藤沢市個人情報の保護

に関する条例施行規程の廃止について  

日程第 ８ 議案第 ８０号 藤沢市農業委員会の権限に属する事務の委任に関する

規程の一部改正について 
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開会 午後２時３１分 

 

事務局（村山勝彦事務局長） それでは、お待たせいたしました。定刻になりました

ので、ただいまから「藤沢市農業委員会総会」を開催いたします。 

本日の委員の出席状況を申し上げます。委員の総数２５名、出席者数２４名

でございます。 

 それでは、初めに齋藤会長から御挨拶をお願いいたします。 

会長（齋藤義治委員） 皆さん、こんにちは。委員の皆様方におかれましては、大変

お忙しい中をお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

    コロナも大分出口が見えてきたような感じでございますので、もとの生活に

早く戻って、景気の上向きを、これからも期待したいと思います。  

    最近は、農業もスマート農業ということで、最近テレビ、ラジオでは「スマ

ート農業」という言葉をよく聞きますが、ほかの産業に比べて、いろいろな面

でちょっと後れていたのですが、最近ではＡＩを利用したものがいろいろと企

画、実現をしているようでございます。  

    そうした中で、今ＡＩの進歩が物凄いですね。それで、皆さん方も御存じか

なと思いますけれども、チャットということがありますが、「チャットＧＰＴ」

ということで、御存じの方いらっしゃいますか。  

「聞いたことはあります」という声 

これは、チャットと言いますと、Ｌｉｎｅを思い出すのですが、個人、個人で

お互いが話しかける、文章の、言葉のやりとりをするわけですが、このチャッ

トＧＰＴというのは、個人がＡＩに直接質問をするようなことです。アメリカ

で去年の１１月にできまして、もう１億人以上が登録をしていまして、私も登

録をしておりますが、このチャットＧＰＴは物すごく優秀です。  

    話によりますと、アメリカのＭＢＡとか、あるいはアメリカの医師国家試験

を、このＡＩに解かせると、ほとんど合格ラインを超えてしまうということで

す。 

    それで、私も登録をしまして、こういう質問をしてみました。  



4 

 

    「日本で、農業後継者が減少していますが、どうしたら後継者が増えますか」

ということを質問しました。 

そうしたら、ＡＩが、まず１つ目としては「農業の魅力をＰＲする」、あと、

「農業教育の充実をもっとしなければいけない」、３つ目には、「やはり何と

言っても農業経営の安定化をしなければいけない」、そして、「国の政策をも

っと見直さなければいけない」と、ＡＩが答えてくれました。  

    その次に、「農業の魅力をＰＲするにはどうしたらいいですか」ということ

で質問をしてみました。 

    そうしたら、１つ目として、「オープンファームや農業体験、農業の現実を

もっと見せなければいけない」、「ＳＮＳを利用して、もっと活発に皆さんに

知らせなければいけない」、あるいは「ワークショップやセミナーなど、外に

向けてのことをしなければいけない」とか、４つ目には、「地元の農産物をＰ

Ｒすることで、地域とのつながりをもっと密にしなければいけない」というこ

とを言っていました。 

    次にもう一つ、「農業経営でお金を儲けるにはどうしたらいいですか」と聞

きました。 

    そうしたら、答えが「品質の高い生産物を作りなさい」と、２つ目として「直

売やネットショップなど販売チャネルの確立」、３つ目として「ビジネスパー

トナーの構築」、ビジネスパートナーですから、いろいろな人とパートナーシ

ップを組むということが重要であると。それから４つ目としては、「農業ビジ

ネスの多角化」、いろいろなことを農業の中からやっていかなければいけない

のではないかということでございます。５つ目として、「最新の技術や情報を

どんどん活用していかなくてはいけない」ということを、ＡＩは言っていまし

た。 

    そして、こういうことを毎日質問すると、毎日で答えが少しずつ違ってきま

す。というのは、ＡＩもいろいろ質問があると、それに対すべく蓄積でいろい

ろ研究をしているみたいですから、これは日本語を英文にしますので、微妙な

ところで時々わからない日本語も出てきますけれども、この先、もっといいの
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が出てくるだろうと言われています。  

    それで今、そのほかにマイクロソフトという会社が、Ｂｉｎｇというチャッ

トの機能を作っているのがありまして、今２つあります。  

    ですから、これは聞くのはただですから、有料版もありますが、今、無料の

ものを使っています。 

    こういうことで、皆さんも事業の参考にできることが何かあろうかと思いま

すので、ぜひとも利用していただきたいと思っております。  

    ちょっと長くなりましたが、それでは、２月の総会を開会いたします。 

よろしく御協力のほどをお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

事務局（村山勝彦事務局長） ありがとうございました。 

これより議事に入りますが、藤沢市農業委員会総会会議規則第５条の規定に

基づき、齋藤会長に議長をお願いいたします。 

議長（齋藤義治委員） それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。  

 なお、本会議を公開することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） 事務局、本日の傍聴人はいらっしゃいますか。 

事務局（永田 誠上級主査） いいえ、いらっしゃいません。 

議長（齋藤義治委員） はい。 

それでは、これより会議を開きます。 

 なお、議事録署名人につきましては、議席番号順により、１５番の落合喜治

委員と１６番の北村利夫委員の御両名にお願いをいたします。 

これより議事に入ります。 

日程第１、議案第７４号「農地法第３条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

事務局からの説明を求めます。 

森 主任。 

事務局（森 大晃主任） それでは、「農地法第３条の規定による許可申請について」、

説明をさせていただきます。 
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地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、

３人。所有面積、２２６ａ。耕作面積、２１１ａ。譲渡人、住所氏名、記載の

とおり。当該農地、地番、菖蒲沢、１筆。地目、畑。地積、７６４㎡。権利の

種類、売買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大のため。

譲渡人、譲受人の要望による。 

続きまして、地区、六会・長後。番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。

従事者、１人。所有面積、２０６ａ。耕作面積、２１３ａ。譲渡人、住所氏名、

記載のとおり。当該農地、地番、亀井野、１筆。地目、畑。地積、３９１㎡。

権利の種類、売買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大の

ため。譲渡人、譲受人の要望による。  

続きまして、番号３。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、３人。所

有面積、１８２ａ。耕作面積、５２９ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、地番、石川、２筆。地目、いずれも田。地積、２筆合計９９０㎡。

権利の種類、売買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大の

ため。譲渡人、譲受人の要望による。  

続きまして、番号４。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、４人。所

有面積、３８０ａ。耕作面積、３６６ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、地番、石川、２筆。地目、いずれも田現況畑。地積、２筆合計５１

０㎡。権利の種類、売買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模

拡大のため。譲渡人、譲受人の要望による。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    １５番、落合委員。 

１５番（落合喜治委員） 資料は１ページをお開きください。  

本件の申請地は、県道 藤沢・厚木線にある「六地蔵」の交差点から北西に約

５００ｍの土地になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。 
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譲受人は、菖蒲沢などで露地野菜の生産により農業経営を行っています。 

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

申請地につきましては、ゴボウを生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意 

見を求めます。 

    ２３番、平川委員。 

２３番（平川勝昌委員） 資料は３ページをお開きください。  

本件の申請地は、国道４６７号線にある「亀井野小学校南側」交差点から南

西に約２００ｍの土地になります。  

地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

譲受人は、亀井野と用田で植木の生産により、農業経営を行っています。  

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

申請地については、植木を生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号３について意 
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見を求めます。 

    ９番、田代委員。 

９番（田代惠美子委員） それでは、説明させていただきます。  

資料は５ページをお開きください。 

本件の申請地は、引地川にかかる「秋本橋」から南西に約１５０ｍと、約２

００ｍの土地の２筆になります。 

地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

譲受人は、石川などで畜産や水稲の生産により農業経営を行っています。 

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

申請地については、水稲を生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号４について意 

見を求めます。 

    ９番、田代委員。 

９番（田代惠美子委員） 資料は７ページをお開きください。 

本件の申請地は、引地川にかかる「石川橋」から南西に約１００ｍの土地に

なります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

譲受人は、打戻などで露地野菜や水稲の生産により農業経営を行っています。 

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

申請地については、ウメを生産する計画です。 
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地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第７４号について、許可することに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７４号について、許可することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

 日程第２、議案第７５号「農地法第５条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

 事務局からの説明を求めます。 

森 主任。 

事務局（森 大晃主任） それでは、「農地法第５条の規定による許可申請について」、

説明させていただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、

住所氏名、記載のとおり。経営面積、３５ａ。耕作者、住所氏名、同左人。当

該農地、地番、遠藤、１筆。地目、畑。地積、６１３㎡。内容、所有権移転。

転用目的、資材置場。農用地区域除外日、昭和５９年４月２０日。農地種別、

第３種農地。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。 

    ５番、小林委員。 

５番（小林正幸委員） 資料は９ページをお開きください。 
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本件の申請地につきましは、市道 遠藤・宮原線にある「遠藤西の谷」交差点

から北に約５０ｍの土地になります。  

    農地の区分は、建築基準法の道路に接しており、水道管及び雨水管が埋設さ

れており、近隣には打越公園と西ノ谷公園があるため、「第３種農地」と判断

いたしました。 

    譲受人は、建設業や土木業を営んでおり、これまで、必要な資材は現場に置

いており、資材置場を所有しておりませんでしたが、業務の効率化のため、常

置する資材置場を確保する必要がありました。前面道路の幅員も広く、業務エ

リアにアクセスしやすい申請地が適地であると判断したとのことです。 

申請地は、北側と西側が道路、南側が雑種地、東側が宅地になります。 

入口は西側で、南側の雑種地との境界には地上高約１０ｃｍになるようにコ

ンクリートブロック１段を設置し、土砂等の流出を防ぎます。東側の宅地との

境界には、既存のコンクリートブロックがありますので、それを利用し、被害

防除とします。 

北側及び西側の道路敷地との境界については、高低差がないため、被害防除

は行わないこととします。 

敷地内は、一部を除き砕石敷きにして転圧処理し、雨水については、敷地内

浸透処理とします。 

    地区協においては、譲受人の代理人と面談し、隣接地に影響がないよう十分

配慮することなどについて指導いたしました。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。 

議案第７５号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７５号について、承認することに決定をい
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たします。 

次に移ります 

 日程第３、議案第７６号「非農地証明願について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

    森 主任。 

事務局（森 大晃主任） それでは、「非農地証明願について」、説明をさせていただ

きます。 

    地区、御所見・遠藤。番号１。申請人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、

地番、遠藤、１筆。地目、畑。地積、６４㎡。内容、平成８年頃から庭敷地の

一部として利用し、現在に至る。確認資料、平成８年航空写真。現地確認日、

令和５年２月１３日。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    １８番、櫻井委員。 

１８番（櫻井一雄委員） 資料は１１ページをお開きください。 

本件の申請地は、遠藤市民センターから北西に約２００ｍの土地になります。 

    申請者は、遠藤の土地を平成８年頃から庭敷地の一部として利用し、現在に

至っているとのことです。 

農地の区分は、３００ｍ以内に遠藤市民センターがあるため、「第３種農地」

と判断いたしました。 

神奈川県の「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」に規定する非農

地の定義を全て満たしており、令和５年２月１３日に私、櫻井と、事務局職員

で現地調査を行い、申請どおりであることを確認しております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第７６号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７６号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

日程第４、議案第７７号「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の

申し出について」を上程いたします。  

なお、本議案 番号１６については、農業委員等の案件となっておりますので、

農業委員会等に関する法律第３１条、議事参与の制限により、対象委員はしば

らくの間、退席を願います。 

〔対象委員 退席〕 

それでは、本議案 番号１６について、事務局の説明を求めます。  

    永田上級主査。 

事務局（永田 誠上級主査） それでは、日程第４、議案第７７号「農業経営基盤強化

促進法に基づく利用権設定等の申し出について」、説明をさせていただきます。  

番号１６は、高倉を中心に２５１ａを耕作する委員世帯の更新借受分です。  

なお、利用権設定等を行う農地については、現地確認を行い、特段問題はご

ざいませんでした。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。 

    それでは、番号１６について意見を求めます。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第７７号、番号１６について、承認をすることに御異議はございません

か。 

「異議なし」の声多数 
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議長（齋藤義治委員） それでは、議案７７号、番号１６について、承認することに

決定をいたします。 

    退席している委員の入室をお願いいたします。  

〔対象委員 入室〕 

それでは、続きまして、番号１から番号１５及び番号１７から番号２０につ

いて、事務局の説明を求めます。 

永田上級主査。 

事務局（永田 誠上級主査） 続きまして、「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権

設定等の申し出について」、説明をさせていただきます。  

番号１から番号３は、用田を中心に５２８ａを耕作する方の更新借受分です。 

番号４から番号８は、葛原を中心に３４５ａを耕作する方の更新借受分です。

本件は、先月更新の予定でしたが、申請が遅れたため、新規案件として記載し

ております。 

    番号９は、獺郷を中心に６４ａを耕作する方の更新借受分です。 

番号１０は、用田を中心に１０９ａを耕作する方の更新借受分です。 

番号１１及び１２は、獺郷を中心に１０９ａを耕作する方の更新借受分です。 

番号１３は、宮原で２５ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では、ジャ

ガイモ等を栽培していく予定となっております。  

番号１４は、遠藤で３３６ａを耕作する方の新規借受分で、親族間で貸借す

る形となります。 

番号１５は、西俣野を中心に２３０ａを耕作する方の更新借受分です。  

番号１７は、高倉で６１ａを耕作する方の更新借受分です。  

番号１８から２０は、菖蒲沢を中心に２５５ａを耕作する方の新規借受分で、

当該地では、水稲を栽培していく予定となっております。  

なお、利用権設定を行う農地については、現地確認を行い、特段問題はござ

いませんでした。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 
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それでは、番号１から番号１５及び番号１７から番号２０について、意見を

求めます。 

何かございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第７７号、番号１から番号１５及び番号１７から番号２０について、承

認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７７号、番号１から番号１５及び番号１７

から番号２０について、承認をすることに決定をいたします。 

    次に移ります。 

    日程第５、議案第７８号「農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法

に基づく農用地利用集積計画の決定について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

    永田上級主査。 

事務局（永田 誠上級主査） それでは、日程第５、議案第７８号「農地中間管理事業

に係る農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定について」、

説明をさせていただきます。 

番号１は、打戻や宮原を中心に８３ａを耕作する方の新規借受分で、当該地

ではブドウを作付けする予定になっております。 

番号２は、長後を中心に１８９ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では

キャベツ等を作付けしていく予定となっております。  

なお、こちらについても、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。 

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第７８号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７８号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

日程第６、報告第２１号「藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告

について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

永田上級主査。 

事務局（永田 誠上級主査） 本件につきましては、まず１２ページが「農地法第４条

第１項第８号の規定による転用届出」でございます。 

六会・長後地区が１件、藤鵠・村岡・明治地区が１件、合計２件となってお

ります。 

続きまして、１３ページから１５ページまでが「農地法第５条第１項第７号

の規定による転用届出」でございます。 

御所見・遠藤地区が２件、六会・長後地区が１件、藤鵠・村岡・明治地区が

７件、合計１０件となっております。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、いずれも報告事項でございますので、

お目通しの上、御質問等がございましたらお願いをいたします。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第２１号を終了いたします。 

次に移ります。 

日程第７、議案７９号、「藤沢市農業委員会の所管に係る藤沢市個人情報の

保護に関する条例施行規程の廃止について」、日程第８、議案第８０号「藤沢
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市農業委員会の権限に属する事務の委任に関する規程の一部改正について」を

一括上程いたします。 

    事務局の説明を求めます。 

    草柳主幹。 

事務局（草柳真治主幹） 議案書１６ページをお開きください。  

まず、日程第７、議案７９号、「藤沢市農業委員会の所管に係る藤沢市個人

情報の保護に関する条例施行規程の廃止について」でございます。  

こちらにつきましては、「個人情報の保護に関する法律」は、もともと行政

に直接適用されるものではなかったため、藤沢市では、「藤沢市個人情報の保

護に関する条例」というものに基づきまして個人情報を取り扱っておりまして、

農業委員会につきましても、「藤沢市農業委員会の所管に係る藤沢市個人情報

の保護に関する条例施行規程」に基づきまして取り扱いをしてきましたけれど

も、今回、「個人情報の保護に関する法律」の一部が改正されまして、法律が

行政に直接適用されることになったことに伴い、「藤沢市個人情報の保護に関

する条例」は廃止されたことから、「藤沢市農業委員会の所管に係る藤沢市個

人情報の保護に関する条例施行規程」も廃止するものでございます。 

議案書の１７ページが、告示する（案）となっておりまして、１８ページが、

新旧対照表になっております。  

続きまして、議案書１９ページをお開きください。 

日程第８、議案第８０号「藤沢市農業委員会の権限に属する事務の委任に関

する規程の一部改正について」でございます。 

こちらにつきましては、情報公開や個人情報の開示請求の受付事務など、従

来から市民相談情報課で行ってきたものに関しまして、特に規程で明文化され

ていなかったものを、改めて規程で定めるものでございます。  

２０ページが、告示文の案となっておりまして、２１ページが、新旧対照表

になっております。 

具体的には、２１ページの表の一番上、藤沢市農業委員会の権限に属する事

務の「委任」になっているところを、左側の事務の「委任等」に修正をすると
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いうことと、第１条の下線部分「一部の委任」というところを、「一部を委任

し、又は補助執行させること」に変更いたします。  

その補助執行させる事務を、第３条に規定しまして、「次の各号に掲げる事

務は、藤沢市市民自治部市民相談情報課の職員に補助執行させるものとする。」

ということで、行政文書の公開請求その他の事務を新たに追加するものでござ

います。 

事務局からは、以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第７９号及び議案第８０号について、承認をすることに御異議はござい

ませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７９号及び議案第８０号について、承認を

することに決定をいたします。  

    以上で、本日予定をしておりました議事については、全て終了いたしました。  

事務局からの、報告事項等はございますか。 

    森 主任。 

事務局（森 大晃主任） 私から「令和４年度 農地の利用状況調査（農地パトロール）

の実施結果」及び「令和４年度 遊休農地に係る利用意向調査の実施結果」につ

いて報告をさせていただければと思います。 

    お手元にお配りさせていただきましたＡ４の資料２枚、Ａ３の資料１枚ござ

いますでしょうか。そちらを御覧ください。  

    それでは、報告をさせていただきます。 

    農地法第３０条第１項の規定に基づき実施した、令和４年度の農地パトロー

ルについては、調査期間が９月２７日から１０月１９日までで皆様にお願いし
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ておりました。委員の皆様の調査の後、是正指導及び利用意向調査を行い、集

計が終了いたしましたので、報告させていただきます。  

まず、利用状況調査の結果でございますが、調査対象地が１，０４４万６２

２.５４㎡、そのうち遊休農地が３２３筆で１６万４，５２９㎡でした。 

    割合としましては、全体の約１．５８％になります。 

    また、再生困難（非農地判断対象）な荒廃農地は、１３筆で１万２，４８２

㎡となります。 

    遊休農地の解消状況といたしましては、昨年度から１００筆、５万１，２６

５㎡が解消しています。 

    一方で４１筆、２万３，９２２㎡が新規で遊休農地となっております。 

    続いて、「令和４年度、遊休農地に係る利用意向調査の実施結果」について

報告いたします。 

    調査期間は、農地パトロール後の１２月９日～１２月２８日で、調査対象と

いたしましては、３２３筆、１６万４，５２９㎡です。 

結果ですが、「農地中間管理機構の利用表明」があったのが１１３筆、５万

８，０８４㎡。 

「自分で管理耕作する」との回答があったのが４５筆、２万３，６３１㎡。 

「その他」は２６筆、１万１，７４５㎡。 

「未回答」が８８筆、４万４，７８２㎡。 

なお、５１筆、２万６，２８７㎡については、農地中間管理機構と協議すべ

き旨の勧告書を通知しております。 

    「今後の対応」につきましては、「農地中間管理機構の利用表明」があった

農地については、農地法第３５条第１項の規定に基づいて、農地中間管理機構

にその旨を通知いたします。 

    農地中間管理機構の利用表明がなく、意向調査をした時点から６か月経過後

に再調査し、遊休状態が解消されない農地につきましては、「固定資産税の課

税強化対象（勧告）」となる可能性がございます。 

「貸したい」、「売りたい」の希望または「農地中間管理機構の利用表明」
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があった農地につきましては、貸付あっせん希望リストを作成し、農業委員会

事務局のホームページへの掲載や、農業水産課への情報提供などをして、新規

就農者や地域の認定農業者等へのあっせんに利活用する予定となっております。 

    以上で報告を終わります。 

議長（齋藤義治委員） ただいま事務局から農地パトロールに関する報告がございま

した。委員の皆様方から、何か御意見等ございましょうか。 

    皆さん方に農地パトロールをしていただきましたが、そのときに「再生困難

農地」というのがありますけれども、それを見ている方は何人ぐらいいらっし

ゃいますか。見ていますか。 

「見ています」という声 

議長（齋藤義治委員） そういうところは、具体的には絶対できないですか。  

６番（飯田芳一委員）  大きな重機を使ってやれば直せるかもしれないけれども、

今持っているトラクターとか、そういうのでは、ちょっときついかもしれない

ですね。 

議長（齋藤義治委員） そういうのが全部含まれていて再生困難農地ですかね。他の

地区ではどうですか、再生困難農地というのは。――そうなってくると、今度

は非農地判断というのはどうですか。  

事務局（森 大晃主任） おっしゃったとおり、再生困難農地は、非農地判断が妥当な

土地になります。 

    今回、委員さんから再生困難農地として報告いただいた筆のほとんどが農振

農用地に指定されておりまして、実際、農地法上、農地として扱わないという

判断をしましても、実際、農振法のほうで規制がかかってしまうので、それを

除いた筆で、非農地判断をすることを検討しております。  

議長（齋藤義治委員） 農振法に絡んだというと、どういうことになるんですか。要

するに、農振法の中の非農地判断はできないということですか。  

事務局（森 大晃主任） 農地法上、非農地判断という形になりますので、農地法上は

農地として見ないのですが、農振法の規制は残ってしまうので、結局、転用が

できないという形になってしまいます。 
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議長（齋藤義治委員） そういう場所は、ずっと再生困難農地として置いておくわけ

ですか。 

事務局（森 大晃主任） そちらの土地につきましても、所管が農業水産課になります

ので、定期見直し等で検討していただくように情報提供はさせていただいてお

ります。 

議長（齋藤義治委員） 毎年同じように数字が載っかってくるというのは、パトロー

ルをしていても、何か気の毒なような感じはするんだけれども、皆さん、農地

パトロールで何か感ずることはございませんか。  

結局、例えば遊休農地で「低利用」とか、「再生可能です」とか、そういう

ことでいろいろ返事は来るんですが。あまり進んではいないですよね、その利

用は。 

    どうですか、農地の再利用というのはできていますか。  

事務局（森 大晃主任） 実際、後継者不足等で、なかなか難しいところはありますけ

れども、農業委員会としましては、新規就農者等に、利用権等の設定のあっせ

んをしております。 

議長（齋藤義治委員） 国のほうは、農地を残せとか、そういうことをよく言ってい

ますが、不思議な現象があるんですよ。  

    というのは、今、日本の農家、農業従事者というのは１２２万人いますが、

生産量は１０年前、２０年前とほとんど変わっていないんですよ。農業者はか

なり減っていますけれども、生産量は上がっているんです。先ほどもちょっと

お話をしましたけれども、トマトなどは、逆に生産量は上がっているんですよ。

要するに農家は減っても生産量は減っていないんです。だから、皆さんスーパ

ーに行っても、野菜が品切れをしているということは、まずないと思うんです

よ。生産量は上がっていて、でも農家の方はどんどん減っています。 

    ということは、やはり反当たりの収穫量がどんどん上がっているということ

も含まれているのかなということは感じますよね。  

    ですから、日本の食料を、最終的にどのぐらいの人が賄うのかというのは、

これは、数年後には、多分１００万人を切るのではないかと思うんですよ。ち
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ょうど団塊の世代がどんどん減ってきますから、リタイアしていきますから、

そうすると、今の平均年齢が６８とか６７と言っていますから、そういう人た

ちが７０、８０になったら、下のほうが少ないわけですから、藤沢市だと２０

代、３０代の農業後継者は、本当に数えるほどですから、そういうことも全部

数字的には出ているのですが、やはり今後の、この食料の問題というのは、あ

る程度真剣に、もっと国のほうで考えないといけないと思います。 

    だから、私は昔、ある挨拶の中で、日本の農家の人を全部公務員にしたらど

うだと言ったことがありました。公務員にして給料を渡して、要するに公務員

が野菜を作ったらどうだと言いました。１２２万人の農業従事者と比べると、

公務員の数のほうがよっぽど少ないですから。 

    そういうことも、食料というものをもっと重要視すれば、という話ですけれ

ども、国のほうは、食料よりも、やはり工業、自動車や電機というようなこと

で、みんなそっちのほうに行っているわけですよ。  

    だから、これからは、食料問題というのは、もっと真剣に考えてもらわない

と、本当に大変なことになろうかと思うんですがね。  

１３番（西山弘行委員） それが問題になるときには、きっと手遅れだと思いますよ。 

３番（井出茂康委員） そのとおりだね。 

１０番（吉原 豊委員） 実際にそうだよ。要は、自分が食えなくなって、初めて、あ

あ失敗したなって。 

１番（井上哲夫委員） 本当に真剣に考えてくれているかどうか、現時点でも、対策

そのものが、自給率向上の数字は全然伸びていない、むしろ減っているわけで

すからね。 

１３番（西山弘行委員） 現実的に、僕なんかみたいに市街化農地で畑をやっている

人間は、農業をやめなさいと言っているんだからね。  

議長（齋藤義治委員） それで、議員の人を見ていても、例えば一番身近にいる藤沢

市の市会議員ですが、その市会議員は、昔は農業関係者、農家出身の人が５、

６人いたんですよ。今は、やっと１人、それも植木の関係の人ですよ。  

    ですから、一般質問にしても、何の質問にしても、藤沢市の農業について質
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問する人はいないですよ。この間も、農協の人と話したんだけれども、農協関

係でも、市会議員なり県会議員なり国会議員を出したほうがいいのではないか

ということは言っておいたんですよ。そうじゃないと実態がわからないですよ。 

    ですから、昔は――昔のことを言うとおかしいですけれども、この農業委員

会の総会にも、４人ぐらいは、要するに議会推薦で来ていたんですよ。みんな

農業のわかる人で、農家の人でした。ですから、それで、ここで聞いた話を膨

らまして、市議会で質問するとか、県会で質問するとかということをやったわ

けですけれども、今は、もうほとんどいないですよね。 

本当に実態を知ってもらわないと……。  

３番（井出茂康委員） 国の施策そのものも、農業をする者は大規模にやるものだと

いうような方向性に向かっていますからね。  

議長（齋藤義治委員） そうですね。いろいろ世間話みたいなことになりましたけれ

ども、草柳主幹 

事務局（草柳真治主幹） ２点ほど御報告させていただきます。  

    まず、１点目が、今度、委員の改選を控えまして、新しい委員さんを、３月

１日～３月３１日までに正式に募集することにいたしました。１日前の明日か

ら推薦用紙とかを配付いたします。ホームページからもダウンロードできる予

定ですので、御承知おきいただければと思います。  

事務局（永田 誠上級主査） 私から、令和４年度の第２回湘南地区農業委員会連合会

の研修会の関係で、お話をさせていただきます。  

    日時は、２０２３年３月１日の水曜日、あさってです。午後２時からになっ

ておりますけれども、受付時間は１時３０分から行います。１時３０分から受

付をやっていますので、よろしくお願いします。  

    場所につきましては、藤沢商工会館ミナパークの３階の３０２・３０３会議

室になります。 

    内容としましては、タブレット端末の操作等についてという形で、２時間ぐ

らいを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  

    また、お車で来られる場合には、藤沢市役所の朝日町の駐車場を御利用いた
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だくようにお願いいたします。ミナパークの駐車場もございますけれども、有

料になってしまいますので、前回と同じような形で、藤沢市の朝日町の駐車場

を御利用ください。よろしくお願いいたします。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） ほかの委員の方から、何か御意見等がございますか。 

（意見等 なし） 

それでは、以上をもちまして２月の総会を閉会といたします。 

    委員の皆様方におかれましては、大変長時間にわたり御審議をしていただき

まして、まことにありがとうございました。 

    どうもありがとうございました。  

     

閉会 午後３時４３分 
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以上のとおり相違ありません。 

 

議  長      齋 藤 義 治 

 

署名委員（   番） 

 

署名委員（   番） 

 


